
職場内で回覧して下さい

世羅高原農場

第21号

8
●「オンライン事業所年金情報サービス」がより多くの方にご利用いただけるようになりました
●「ねんきんネット」をご活用ください！
●これからは医療を受けるならマイナンバーカード
●マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書をお送りいたします
●協会けんぽ広島支部は移転します
●育児・介護休業法が４月１日より改正されました
●街角の年金相談センター（ご案内）
●社会保険協会からのお知らせ
●年金ライフプランセミナー・健康講座のご案内
●会員情報のご変更はありませんか？

2025
令和７年
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日本年金機構からのお知らせ
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日本年金機構からのお知らせ
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全国健康保険協会からのお知らせ
協会けんぽ
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全国健康保険協会からのお知らせ
協会けんぽ
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都道府県社会保険協会
会員事業所の皆様へ

全社連では、「本会会員である社会保険協会の会員の皆様Jへのサービスの充実を目的に、全国中小企業団体中央会が運営
する「業務災害補償制度（経営ダブルアシスト）」（業務災害総合保険）を導入しています。
本制度は、会員企業の「経営者・従業員双方の業務災害リスクに対する補償」に、全国中小企業団体中央会のスケールメリット
を活かし割安な保険料でご加入いただける制度ですので、是非この機会にご加入をご検討ください。

企業
防衛に！ 経営ダブルアシストⓇ

（業務災害総合保険）

「労災リスクへの企業防衛」「従業員の福利厚生」を割安な掛金で備えられます!!
健康経営アシストサービスもご利用いただけます!

スケールメリットによる
割安な保険料1

2
3

4

5
労災事故での高額賠償に備える

「使用者賠償責任補償」を標準セット

政府労災保険の給付を待たずに
保険金のお支払いが可能（＊）

契約は補償対象者無記名式
短期労働者やパート・アルバイトはもちろん、
派遣社員（＊）、構内下請作業員（＊）も包括補償

保険料は売上高で算出
保険料は全額損金算入可能！

（＊）オプション

※本チラシは、全国中小企業団体中央会を契約者とする業務災害総合保険団体契約の概要について紹介したものです。
ご加入にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。

「パンフレット兼重要事項説明書」（PDF）は、こちらからダウンロートできます。 ▶https://www.zensharen.jp/kda/kwa.pdf
　　　　　　　　　　　　 

業務災害
補償制度の

5つの
特徴

お申込み・
お問い合せは

［取扱代理店］
〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-7 銀座吉澤ビル４F
株式会社リスクコンサルティングファーム　担当：金谷、伴
TEL：03-6264-4771 FAX：03-6264-4772

［提携引受保険会社］
東京海上火災保険株式会社　担当：医療・福祉法人部
TEL：03-3515-4143

業務災害補償制度

（＊）精神疾患（メンタルヘルス疾患）、脳疾患・心疾患等を除きます。
また、使用者賠償責任補償特約については、政府労災等の決定を待ってからお支払いする場合があります。

58最大 約

%割引

東京海上日動の経営ダブルアシスト®なら
全国中小企業団体中央会所属会員 の皆様への割引
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　  広島県社会保険労務士会からのお知らせ

◎�予約の相談希望日の1か月前から前日まで受付しております。
◎�ご連絡の際は、 基礎年金番号や年金証書をご準備してく
　ださい。
◎�お近くの街角の年金相談センターでも受付しております。

ねんきんのご相談・手続きは
街角の年金相談センター予約相談をご利用ください。
予約の申し込みは「予約受付専用電話」ヘ

0570-05-4890
《予約受付時間》毎週月曜日～金曜日（祝日を除く） 8:30～17:15

街角の年金相談センター広島
街角の年金相談センター福山

広島市中区橋本町10-10広島インテスビル１F
福山市東桜町1-21エストパルク６F

育児・介護休業法が4月1日より改正されました。
対象 改正内容

子の看護休暇 「子の看護等休暇」へ名称変更
小学校3年生まで対象拡大、学級閉鎖や行事も理由に可

残 業 免 除 「小学校就学前」の子を養育する労働者も対象に
短 時 間 勤 務 短時間勤務が難しい場合の代替手段「テレワーク等」追加
テ レ ワ ー ク 3歳未満の子の育児支援として努力義務化
公 表 義 務 育児休業取得率の公表義務を300人超の企業に拡大
介 護 休 暇 労使協定による除外規定廃止、継続雇用6か月未満の労働者も取得可能に

� ◆詳細はお近くの社会保険労務士にお尋ねください 　

広島県社会保険協会からのお知らせ
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広島県社会保険協会からのお知らせ
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一般財団法人 広島県社会保険協会　〒730－0011 広島市中区基町11－13　合人社広島紙屋町アネクス８階
TEL：082-224-1321　FAX：082-224-1330　URL：https://www.hiroshima-syahokyo.or.jp
〈写真提供〉　ピクスタ株式会社（PIXTA）
〈記事提供〉　日本年金機構広島東年金事務所・全国健康保険協会広島支部・広島県社会保険労務士会

令和7年8月号

広島県社会保険協会からのお知らせ

会費納入ありがとうございます

社会保険協会会費納入のお願い

変
更
前

会 員 番 号 *  * 印は必須記入

事 業 所 名 *

事業所所在地
* 〒　　　－

電 話 番 号 *

変
更
後

事 業 所 名

事業所所在地
 〒　　　－

電 話 番 号

●会員情報のご変更はありませんか？
　事業所名称・所在地等に変更がある場合は、お手数ですが下記にご記入の上、ＦＡＸまたは
郵送でご連絡下さい。

　当協会では、会員である事業主さまのご協力のもと、社会保険制度の健全な発展と円滑な
運営に貢献することや、会員事業所の被保険者やご家族の健康と福祉の向上をめざし、各種
事業を行っています。これらの事業は会員様よりお納めいただいた会費（年会費）により運
営されています。
　すでに多くの会員事業所様からお納めいただいております。誠にありがとう
ございます。

　まだ、納付されていない会員さまにおかれましては、諸事ご出費の多い折、
誠に恐縮ですが、当会の事業運営に特段のご理解とご協力を賜り、会費の
納付にご協力いただきますようお願いいたします。

FAX 郵送先
一般財団法人　広島県社会保険協会
〒730-0011
広島市中区基町11-13 
合人社広島紙屋町アネクス８Ｆ

082-224-1330
送付先


